
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 苅藻島クリーンセンター計量システム改修 

 契 約 業 者 名 ＪＦＥアドバンテック株式会社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

苅藻島クリーンセンターの計量設備は、トラックスケール等から発信される重量信号と車

両情報を組み合わせて演算・集計するとともに、計量における各種伝票の発行並びに出力を

行い、市内で発生する一般廃棄物の量及び搬入手数料を管理する重要な設備である。 

本業務は、計量システムを更新するとともに、神戸市内のごみ処理施設における搬入車両

の受付認証カード統一化を図るためのソフト改修を行う。業務の施工においては、トラック

スケール及び周辺機器と整合を取りながら行う必要があり、既存計量設備のシステム構成や

機能を把握している業者でなれば業務を実施することが出来ない。 

上記請負人は、計量設備として独自に設計、製作、取付施工を行ったメーカーであり、他

社では既存計量装置システム構成や機能を知り得ないこと、システム全体との整合や機能保

証が出来ないことから、上記請負人でなければ実施できない。 

以上の理由により、上記請負人と随意契約を行う。 

担当部署 

（問合せ先） 

環境局施設課  （電話番号：078-595-6164） 

 

 

 


